
 

 
 

職員研修業務委託事業 企画提案募集要領 

 

１ 募集の目的 

令和６年３月に策定した「第３期組織・人事改革戦略」に基づく人材育成の取組として、県

職員に共通して求められる知識や技能を学ぶための研修を、民間事業者のノウハウ等を活用し、

より効果的・効率的に実施するために、研修企画、実施、運営及び評価に関する企画提案を公

募型プロポーザル方式（以下「プロポーザル」という。）により募集するものです。 
 

２ 事業名 

  職員研修業務委託事業 

 

３ 業務の概要   

(1) 委託する業務 

① 年度事業計画策定支援 

② 研修企画 

③ 研修準備 

④ 研修実施 

⑤ 研修評価 

⑥ その他（県の求めに応じて、希望制の研修に係る広報用資料の作成など受講促進のため 

の取組み） 

なお、詳細については、別紙１「職員研修業務委託事業に関する説明書（仕様書）」の    

「３ 業務内容」の「(1) 事業内容の詳細」を参照してください。 

(2) 実施場所 

神奈川県職員キャリア開発支援センター（総務局組織人材部人事課本郷台駐在事務所） 

所在地：横浜市栄区小菅ケ谷１-２-１ 

委託研修（様式８－１、８－２記載）のうち、職員キャリア開発支援センター以外の

会場で開催する研修についても、県からの要請があった場合には、人員を派遣しなけれ

ばならない。 
  なお、令和６年度は、「新採用職員研修（前期）」９日目及び「かながわの障がい福祉」

を外部会場（青少年センター紅葉坂ホール及び津久井やまゆり園）で実施しており、令

和７年度も同様に外部会場で実施予定。 
 

４ 委託期間等 

令和７年４月１日から令和 11年３月 31 日まで 

受託予定事業者は令和７年４月１日から令和 11 年３月 31 日までの研修業務を委託するため

の協定書を締結し、契約は年度ごとに内容を決定し締結することとします。 

 

 

 



 

 
 

５ 概算経費（限度額） 

  業務委託契約の各年度の限度額 

   令和７年度  125,949 千円（消費税額及び地方消費税額を含む） 

   令和８年度  125,949 千円（       〃       ） 

令和９年度  125,949 千円（       〃       ） 

令和 10 年度 125,949 千円（       〃       ） 

  ただし、本募集に係る経費は含みません。 

   

６ 企画提案事項 

  別紙１「職員研修業務委託事業に関する説明書（仕様書）」のとおりとします。 

 

７ 参加資格 

  単独の法人（以下「法人」という。）又は複数の法人による連合体（以下「連合体」という。）

とし、法人及び連合体の構成員は、次の要件を全て満たしていることとします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４の規定に抵触していないこと。 

(2) この要領に示す業務を履行する能力を有すること。（国・地方公共団体における総合的な

研修の企画、準備、実施及び評価に係る一連の業務を受託した実績があること。） 

(3) 連合体の構成員が、単独で、又は他の連合体の構成員として参加していないこと。 

(4) 神奈川県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 

 

８ 説明会の開催 

このプロポーザルに係る説明会について、次のとおり開催します。 

(1) 日時 

     令和６年 11 月 18 日（月）14 時から 16 時まで 

(2) 場所 

     神奈川県職員キャリア開発支援センター １階 研修室 

    （横浜市栄区小菅ケ谷１-２-１） 

(3) 参加申込 

説明会への参加を希望する法人又は連合体は、令和６年 11 月 15 日（金）正午までに、

法人又は連合体の名称及び参加人数をメールにより、（４）申込先にお知らせください。 

(4) 申込先 

神奈川県総務局組織人材部人事課本郷台駐在事務所 担当 小野 

電話（045）896-2525 

メール h-cdsc@pref.kanagawa.lg.jp 

 

９ 参加手続き 

  このプロポーザルに参加しようとする法人又は連合体は、令和６年 11月 21 日（木）17 時ま

でに参加意思表明書等（様式１～３）をメールにより提出してください。参加資格を審査した

後、企画提案書等の提出要請を行いますので、これにより企画提案書等を提出してください。 

http://#


 

 
 

なお、このプロポーザルに関する質問は、11 月 21 日（木）17 時までに質問書（様式４）を

メールにより提出してください。個別の問合せには原則対応しません。 

(1) 参加意思表明書等の提出 

① 提出書類 

ア 参加意思表明書（様式１） 

イ 会社（団体）の概要（様式２） 

ウ 研修実績（様式３） 

② 提出方法 

     ①の提出書類一式を総務局組織人材部人事課本郷台駐在事務所に提出（メール、郵送（書

留郵便に限る）、持参のいずれか）してください。 

④ 提出期限 

     令和６年 11 月 21 日（木）17 時（必着） 

(2) 質問書の提出及び回答 

① 提出方法 

  プロポーザルに関する質問がある場合は、職員研修業務委託質問書（様式４）により総

務局組織人材部人事課本郷台駐在事務所にメールで提出してください。 

  不着等の事故を防ぐため、メール送信後、電話で送付の旨をご連絡ください。 

② 提出期限 

  令和６年 11 月 21 日（木）17 時 

③ 回答方法 

令和６年 11 月 26 日（火）までに県のホームページに回答を掲載します。 

(3) 企画提案書等の提出 

① 提出書類 

ア 職員研修業務委託に関する提案書（様式５） 

イ 研修業務の運営体制（様式６） 

ウ 企画提案の概要（様式７） 

エ 提案内容（様式８－１、８－２） 

オ 受講促進の取組（様式９） 

カ 効果測定、研修評価等の方法（様式 10） 

キ 研修費用積算書（様式 11） 

※ （３）①提出書類については、様式５以外は会社名やロゴマーク等提案者を特定で

きるものを記載しないでください。 

② 提出方法 

   ①の提出書類一式を総務局組織人材部人事課本郷台事務所に電子ファイル（メールまた

はＤＶＤ－ＲＯＭ）及び紙（郵送（書留郵便に限る）または持参）で提出してください。 

③ 紙の提出部数  ５部 

ア 正本は１部とし、残りは複写でも可とします。 

イ １社（団体、連合体）１提案とし、Ａ４判（縦）またはＡ３判（横）で作成してく 

ださい。 



 

 
 

   ④ 提出期限 

   令和６年 12 月３日（火）17時（必着） 

    

10 審査方法 

応募事業者から提出された企画提案書等の書類及びプレゼンテーションについて総合的に審

査を行い、受託予定事業者を決定します。 

なお、応募事業者から提出された企画提案書等の書類及びプレゼンテーションの内容につい

ては非公開とします。 

(1) 審査基準 

審査項目 審査の着眼点 配点 

事業実施能力

の評価 

・ 会社の概要や研修実績より、研修業務について十分な実績

を有し業務を効果的、効率的に遂行できることが見込める

か。 

・ 個人情報保護の取扱を含め社内コンプライアンス体制の整

備は万全か。 

・ 業務を安定的に運営するために必要な人員が配置され、各

研修のカリキュラムやテキストの検討・作成及び研修運営業

務を適切かつ円滑に行うことができるか。 

25 

提案内容の評

価 

 

 

 

 

 

・ 企画提案の全体方針は「第３期 組織・人事改革戦略」に

沿って人材育成に有効なものとなっているか。また、研修資

料について、紙資源削減など環境への配慮がなされている

か。 

・ 企画提案は、研修目的を達成できるような実施形態、研修

科目・内容となっているか。 

・ 受講者の利便性を考慮し、一定割合のオンライン研修の提

案がなされているか。また、研修の質を確保し研修目的を達

成できるようなカリキュラムの工夫等がなされているか。 

・ 研修目的を達成できるよう適切な講師が選任されている

か。 

・ 受講促進が見込まれる効果的な広報の工夫がなされている

か。 

・ 研修の効果測定の考え方・方法は適切か。また、適切な研

修評価を行い、その結果を研修企画に反映させていく仕組み

となっているか。 

65 

 

経済性 ・ 仕様書に基づき適切な金額となっているか。また、提示さ

れた研修費用積算額が、概算経費（限度額）に比べ、経費を

削減する工夫がなされているか。 

10 

合 計 100 

※ 合計評価点が 40 点未満の提案は選外とする。 



 

 
 

 

(2) プレゼンテーション 

提案事業についてプレゼンテーションを行っていただきます。 

なお、実施日は令和６年 12 月 12 日（木）を予定しております。時間及び場所については、

別途お知らせします。 

(3) 受託予定事業者の選考 

提出された企画提案書等の書類及びプレゼンテーションの内容について総合的に審査し

選考します。 

(4) 参加が無効になる場合 

参加意思表明書及び企画提案書等が以下の項目に該当する場合には、参加を無効とする場

合があります。 

① 提出期限、提出先及び提出方法が適合しないもの 

② 虚偽の内容が記載されているもの 

(5) 選考結果の通知 

令和６年 12 月下旬（予定）に選考結果を通知します。 

    なお、選考後、受託予定事業者の名称を県のホームページで公表します。 

 

11 契約の締結等 

(1) 県と受託予定事業者は、企画提案書等提出書類に基づき「職員研修業務委託基本協定書（以

下「協定書」という。）を締結します。 

(2) 受託予定事業者は、協定書に基づき、毎年度、具体的事業内容を県と協議するものとし、

県と受託予定事業者との間で具体的事業内容及び契約金額について、年度毎に委託契約を締

結します。 

 

12 その他留意事項 

(1) この企画提案に係る一切の経費については、提案した法人又は連合体の負担とします。 

また、提出された書類は県に帰属し、返却しません。 

(2) 提出された書類は、このプロポーザルの審査目的以外には使用しません。 

(3) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

(4) 決定者が、協定書及び各年度の契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、協

定書及び各年度の契約を解除することがあります。 

 

13 問合せ先・提出先 

神奈川県総務局組織人材部人事課 本郷台駐在事務所 

担当 小野 

〒247－0007 

横浜市栄区小菅ケ谷１－２－１ 職員キャリア開発支援センター ３Ｆ 

電話（045）896-2525 

メール h-cdsc@pref.kanagawa.lg.jp 

http://#

